
第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
3-5-1　看護師特定行為①
当院における看護師特定行為による PICC 挿入の現状

平成横浜病院　

なかむら あや

○中村 文（看護師），福田 さおり，古谷 茂美，許 吉起，三輪 健

［背景］
2017 年 10 月より、看護師特定行為に末梢留置型中心静脈注射用カテーテル ( 以下 PICC) の挿入が追加され、
当院では看護師特定行為研修終了者を中心に PICC 挿入チームを発足した。

［目的］
手順書に沿い実施フローを作成、実施場所を病棟から手術室へ移転し集中的に行えるようセンター化した。チー
ム発足からの現状を報告する。

［対象］
2018 年 7 月から 2019 年 7 月までに PICC 挿入した患者 146 人。

［方法］
チーム発足後 1 年間に PICC 挿入した患者 146 人。挿入までの事前準備内容や実績を集計。①患者背景②挿入
目的③依頼から挿入までの日数④穿刺部位⑤穿刺時間⑥看護師単独での留置可否⑦留置期間⑧転機について検
討。

［結果］
①男 69 人・女 77 人、年齢 65~100 歳 ( 平均 88 歳 )、②挿入目的は TPN 導入 93％・末梢確保困難 7％、③挿入
まで 0~4 日 ( 平均 1.8 日 )、④挿入部位は左上腕尺側皮静脈 74％・同右 16％・左上腕正中静脈 5％・同右 4％・
左橈側皮静脈 1％、⑤穿刺時間は 8 分 ~90 分 ( 平均 20 分 )、⑥単独での留置 65%・不成功 7.5%( 実習生除く )・
CV カテーテルへ変更 1 件､ ⑦平均留置期間 26.6 日、⑧症状軽快 35％ ･ 転院 20％ ･ 死亡 18％ ･ 自己抜去 3％
･ 熱発 3％ ･ 閉塞 2％であった。挿入に伴う合併症は認めていない。

［考察・結論］
当院では看護師特定行為の PICC 挿入チームを発足、合併症なく運用しその後の適切な治療に繋がっている。
今後も PICC 挿入をより安全・迅速に汎用していくためには、①有資格取得者や新規資格取得者のスキル向上
と教育体制の構築、②院内全体への周知・連携、③指導医の在院時に限られるため指導医の増員が必須である。
これら協働体制を整えることで、主治医の違いに関わらず全ての在院患者に適時適切な PICC 挿入が行われ、
早期治療効果に繋がると考えられた。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
3-5-2　看護師特定行為①
特定行為としての PICC 挿入の検討

1 岸和田平成病院　看護部，2 岸和田平成病院　診療部

すえよし ともみ

○末吉 朋美（看護師）1，久米 庸一 2，竹田 久美 1，坂本 純子 1，舘谷 新一郎 2，松本 和子 2，荒尾 徳三 2

【はじめに】 
当院では末梢挿入式中心静脈カテーテル（Peripherally Inserted Central Catheter: PICC) はエコーガイド下に
上腕 （ときに大腿）の静脈を穿刺する方法を用いている。2015 年 10 月の厚生労働省通知により、看護師の特
定行為が明文化され、その 38 領域の中に PICC 留置も含まれた。そのため、所定の研修を受けた特定看護師
も PICC を行なえるようになった。そこで当院における特定看護師による慢性期患者に対する PICC 留置の現
状、成績と今後の問題点を検討した。

【症例】
当院における特定看護師による特定行為としての PICC 留置の症例数（H30 年 5 月以降）は 46 例であった。
尺側皮静脈または上腕静脈からが 41 例、大伏在静脈からが 5 例（ペースメーカー埋め込み症例、四肢拘縮の
ため上腕からは至適体位がとれない症例）であった。

【成績】
慢性期患者での PICC 成功率は特定看護師による PICC が 84％（39 例 /46 例）、同時期に行なった医師による
PICC が 88％（49 例 /56 例）であった。特定看護師による失敗の原因は技術的な問題が 2 例 （ガイドワイヤー
操作に不慣れなど）、患者側の問題が 5 例 （高齢者特有の栄養障害や脱水で血管が狭小、全身浮腫が重度）であっ
た。また特定看護師による PICC 挿入による重篤な合併症は見られなかった。

【今後の問題点】
初期における技術的な問題をクリアすれば、特定行為としての PICC 留置成功率は当院においても医師が行
なった場合と有意差がなかった（P=0.69、カイ二乗検定）。技術的な失敗を最小限にとどめるためには、引き
続いて特定看護師の教育システムを整備していく必要がある。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
3-5-3　看護師特定行為①
褥瘡ケアにおける看護師特定行為研修修了者の成果

1 博愛記念病院，2 介護老人保健施設平成アメニティ

きたじま みわこ

○北島 美和子（看護師）1，伊井 節子 2

［目的］
2015  年、厚生労働省は特定行為に係る看護師の研修制度を施行した。今後の在宅医療等を支えていく目的で
施行されたが、2017 年度までの 3 年間で特定行為を修了した看護師 ( 以下特定看護師 ) は全国で 1041 人いる
が、その内介護施設の所属は 15 人と少ない。そこで、特定看護師行為の 1 つである創傷管理関連に注目し、
介護老人保健施設 ( 以下老健 ) で活動し、褥瘡の発生や治癒についての変化を調査し、活動の意義について検
討した。

［対象］
老健入所者

［方法］
研究期間：2016 年 10 月－ 2018 年 9 月
研究内容：特定看護師が褥瘡ケアに関わる前後の褥瘡新規発生率、治癒率、要介護度、DESIGN-R 値、褥瘡持
ち込み入所者数の比較
ケア内容：週 1-2 回褥瘡観察、処置 ( デブリートメント、陰圧閉鎖療法を含む ) 、体圧分散、栄養状態チェッ
クなど

［結果］
褥瘡新規発生率は特定看護師が関わる前は、2.85％、後は 0.19％であった。褥瘡治癒率は特定看護師が関わる
前は、31.63％、後は 32.40％であった。要介護度の前後は 4.27、4.29 であった。

［考察・結論］
今回の結果より褥瘡新規発生率が低下している。日本褥瘡学会の調査によると全国平均は 1.75％ でありこれ
と比較しても低値である。老健の全国平均要介護度は 3.21 であり、当施設は高く、褥瘡発生リスクは高いが
発生率は低くなっており、予防が出来る事が明らかになった。
宮地氏は「褥瘡の予防にはまず、褥瘡発生のリスクのアセスメントをする事が重要であり、リスクアセスメン
ト・スケールの使用に加えて、看護師が毎日皮膚を観察することが重要な褥瘡の予防のケアといえる」と述べ
ている。特定看護師が関わることによって、職員の意識が高まり、観察力が上がっていた可能性が高い。職員
の意識改革へと繋がった。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
3-5-4　看護師特定行為①
特定行為看護師による創傷治癒へのアプローチ～多職種との共有～

一般財団多摩緑成会緑成会病院　看護部

はせがわ ともこ

○長谷川 知子（看護師），伊藤 裕二

« 背景 » 当院回復期病棟における特定行為看護師が在中することで今まで処置困難、医療介入必須の患者様に
連携プレーにて早期退院が可能となり、手順書範囲内における迅速な対応や医療処置実施にて日々変化する患
者様の定やい変化にも順応に応じることができたが行為自体の内容は認知されていない実態がある。« 目的 »
当院回復期病棟での特定行為看護師は 2 名おり、実施報告・アプローチ方法での改善過程・治癒症例を多職種
の連携の重要性・必要性を振り返り更に患者様へ「絶対見捨てない」の理念のもと必ず私たちの手で自宅退院
を目指し取り組んできた過程を今回の目的とする。対象は、2019/1/14 転倒し、自宅加療も疼痛改善せず M
病院へ緊急搬送。腰椎圧迫骨折及び左下肢潰瘍にて入院加療。1/25 よりリハビリ開始。2/12 リハビリ目的に
て当院回復期病棟入院の 84 歳の女性。前医にて入院前に左足関節外側に 15 × 20㎝の潰瘍形成にて処置継続
が必要な状況であった。« 方法 » ①医師、薬剤師、栄養士、リハビリ介入にて創傷治癒に対するアプローチ②
特定行為看護師による慢性創傷における壊死組織の除去。
« 結果 » バイタルの確変なし。鎮痛薬内服開始。HbA1c 7.54％にてＤＭ食 1400㎉、毎食前ＢＳ測定、創傷治
癒に向けアプローチ。2/3 亜鉛採血 48 μｇ /㎗と低値にてポラプレジンク内服開始。ＢＳ値 150~180㎎ /㎗、
全身状態経過良好、食事完食。日々のリハビリも、車椅子からサークル歩行とＡＤＬ向上しその際も疼痛増強
なく、循環血液量促進、筋力低下予防へも努め現在ＰＵＷ歩行見守り実施となる。②特定行為看護師介入にて
午前、午後と壊死組織の除去施行、処置介入し夜勤看護師へのガーゼ交換指導をし菌の温床予防・清潔保持に
努めた。
« 考察・結論 » こまめなケア・継続的な特定行為看護師介入にて短期間の創傷改善への導きが出来、早期退院
へも繋げることを確信した。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
3-5-5　看護師特定行為①
療養型病院における特定看護師の取り組みについて～褥瘡委員会活動を通して～

社会医療法人　きつこう会　多根第二病院　看護部

みやた あきな

○宮田 明奈（看護師）

【はじめに】
　2025 年に向けて特定行為に係わる看護師の研修制度は 2015 年 10 月から導入され、当法人は 2017 年 5 月か
ら特定行為 4 区分（腹腔ドレーン管理関連・創部ドレーン管理関連・創傷管理関連・栄養および水分管理に係
わる薬剤投与）の研修を実施している。
私は 2019 年 3 月に研修を終了し、療養型病院において特定看護師として褥瘡委員会の中で活動を行っている。
病院管理者から求められた活動としてスタッフのスキルアップを目指した教育的介入、医師とスムーズな連携
を図るかけはしの役割となることが挙げられた。今回はその活動について報告する。

【現在の活動】
１）褥瘡委員会において病棟ラウンド形式から症例検討の形式へ変更
２）褥瘡に関するコンサルテーションシステムの構築
３）褥瘡保有患者・褥瘡ハイリスク患者のラウンド
４）院内研修の企画運営

【活動報告】
　コンサルテーションの方法を提示したことにより、タイムリーな介入が可能になった。看護師はこれまで褥
瘡に関する正しい評価が行えておらず、創傷治癒過程に対する知識不足から個別性に応じたケアの提供が行え
ていなかった。しかし、症例検討のディスカッションの効果と OJT により、個別性に応じたケアを提供する
ことができるようになった。特定看護師の存在を周知することで介入症例が増え、意識の変化もみられた。患
者に関わる他職種と連携を図る機会が増え、チーム医療としての意識が向上した。

【結論】
　特定看護師はチーム医療のキーパーソンとなりタイムリーな対応と医学的知識に基づいた臨床判断能力が求
められる。特定行為のみを行うだけでなく看護の視点をベースとし、特定行為を含めた医療の提供を行うこと
を組織として目指している。看護師のスキルアップの向上の役割を担い、看護の質を高められるよう今後も活
動の場を広げていきたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
3-5-6　看護師特定行為①
特定看護師による人工呼吸器離脱プラン : 症例報告

1 豊中平成病院　回復期リハビリ病棟　看護科，2 豊中平成病院　回復期リハビリ病棟　医師，3 豊中平成病院　療養病棟　医師

うえの みさよ

○上野 美沙代（看護師）1，新井 秀宜 2，松本 悟 3

【目的】
今後、超高齢化社会を向かえるにあたり厚生労働省より創設された「特定看護師」が現在注目されている。し
かし、特定行為の実施件数は少なく、特に人工呼吸器離脱は極めて少ない。今回、特定看護師主体でウィーニ
ング計画表を作成し、医師、セラピストと協同して人工呼吸器離脱に成功した症例を後ろ向きに検討する。

【対象】
2018 年 8 月ギランバレー症候群を発症した 49 歳の女性。呼吸不全状態に陥った為、気管切開による人工呼吸
管理となった。急性期病院に 53 日間入院され 9 月 26 日に当院へ転院。意識レベル清明だが、自動運動はでき
ず、コミュニケーションは文字盤と瞬きによる YES/NO の伝達で実施。呼吸器設定は SIMV+PC 呼吸回数 :10
回 / 分 PS:10 cmH2O FIO2:21％。

【方法】
ウィーニング計画表を作成し、医師から約 2 ～ 3 週間ごとに呼吸器設定の目標を提示された。その目標に向け
て、呼吸器設定を変更しバイタルサイン、自発呼吸回数、1 回換気量、分時換気量を評価した。また、人工呼
吸器管理下で立位訓練、歩行訓練等をセラピストによって実施した。

【結果】
入院 35 日目、呼吸設定回数は 4 回、PS は 6cmH2O、入院 55 日目 呼吸器設定回数は 2 回、PS5cmH2O、入院
104 日目 PS3㎝ H2O、入院 112 日目 には日中のみ呼吸器離脱 、入院 120 日目 には終日呼吸器離脱が出来た。

【考察】
現在、看護師が人工呼吸器離脱に評価を行う方向性が検討されてきており、3 学会合同プロトコルが提唱され
ている。また、他職種がチームとして活用する事で大きな力を発揮し、時間の短縮も図れ安全に離脱出来たと
している。今回、呼吸器離脱を実施する為、計画表を作成しスケジュールが明確化した事で安全に特定看護師
で呼吸設定回数と PS の変更が行えた。また、医師、セラピストの協同により、呼吸器状態が改善し人工呼吸
器から離脱出来た。

【まとめ】
看護師主体の人工呼吸器離脱は可能でそのために、他職種によるチーム医療が不可欠である。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
3-6-1　看護師特定行為②

「医師の指示のもと」その呪縛からの脱却 
－特定行為研修修了者の任務遂行における阻害要因と課題－

北条病院　

ひろはし かおり

○廣橋 香織（看護師），二神 砂緒里，宮内 和恵，戒田 文子，竹田 喜久恵，髙石 義浩

 
【はじめに】
 看護師が特定行為を実践する意義は、迅速に患者の苦痛を和らげることにある。急性期から在宅医療まで地
域医療を担う当院では、脱水補正や感染症に対する抗生物質の投与、褥瘡処置など特定行為研修修了者（以下、
特定行為看護師）が介入すべき症例は多い。しかしながら、これらの症例に十分に関われていない現状がある。
今回その阻害要因を分析し、今後の課題について検討したので報告する。

【方法及び結果】
特定行為看護師 3 名及び看護責任者 4 名で「現状打破」をテーマに要因分析を行った結果、実践できていない
要因として、自身らの問題・看護組織内の認識の齟齬・院内への周知不足などが挙げられた。そして、これら
は旧態依然とした「医師の指示のもと」でないと動こうとしない医療従事者の体質に起因していた。つまり、
看護業務の習性や実力の未熟さから「医師の指示」を仰ぐ特定行為看護師、診療の補助の概念に囚われ受動的
な姿勢の看護組織、指示系統の上位に医師があることを必然とする医療従事者である。特定行為は手順書に基
づき、主体的判断で実践するものであるにも関わらず、看護組織の受動的な姿勢がシステムの構築を妨げ、特
定行為看護師は自身の実力不足も相まって主体性が希薄になっている。

【今後の課題及び対策】
 自信も実力も経験によってのみ裏打ちされる。特定行為看護師は外来や病棟など部門間を越えて、自らが対
象患者を発掘し実践しなければならない。そして介入実績を継続的に報告し信頼を築いていく。このようなシ
ステムの構築及び運用には、看護組織の意志統一が不可欠である。

【まとめ】
特定行為は迅速に行われなければ本質を失う。不要に「医師の指示」を待ち、患者の苦痛を長引かせるような
ことはあってはならない。またチーム医療の時代、医師を頂点としたピラミッド型指揮体制から精神的に脱却
することで、技術だけでなく真のタスク・シフティングに貢献できると考える。
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3-6-2　看護師特定行為②
回復期リハビリ病棟における特定看護行為の実績について

堺平成病院　看護科

たなか ようこ

○田中 陽子（看護師）

[ 背景 ]
日本慢性期医療協会における看護師特定行為研修を２期生として終了し、医療療養病棟で勤務するなかで、気
管カニューレの交換を中心に呼吸器関連、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量調整、脱水症状に対する輸液
による補整、血糖コントロールを中心に平均的に 4 ～ 5 区分の看護師特定行為を実施していた。４月の病院新
築移転に伴い回復期リハビリ病棟への移動となったことで明らかな実績件数の減少がみられたが、回復期リハ
ビリ病棟勤務の特定看護師としての在り方を模索するなかで現状の傾向を分析し今後の活動の方向性を示した
い。
[ 方法 ]
①回復期リハビリ病棟における入院患者のうち、看護師特定行為介入が可能な対象の傾向を分析する
②回復期リハビリ病棟での看護師特定行為実施の実際 ( 症例 )
[ 結果 ]
現時点における当回復期リハビリ病棟入院患者の整形外科疾患と脳疾患の比率は４：６で、平均年齢が８０歳
近く高齢者が多い。気管カニューレ留置患者の入院もあるが、脳疾患患者の糖尿病などの合併症が予測以上に
多い傾向にあるため血糖コントロールでの介入が可能であった。
症例１においては、HCC 併存による低アルブミン血症が顕著で栄養科との検討で付加食を補充している為に
高カロリーとなり血糖コントロール不良となっていた。リハビリでの活動性向上のために必要なエネルギーを
ある程度優先させインスリン量の調整を行った。
[ 考察 ]
高齢者の脳疾患発症の背景として糖尿病を併存している症例がある。リハビリを進めるうえで栄養管理を行い
十分な栄養を補充することが必須ではあるが、糖尿病患者においては血糖コントロールへの影響に直結する場
合が多く、栄養補強と血糖コントロールのバランスが必要となってくる。在宅ではなく病棟勤務の特定看護師
として、研修中に学んだチーム医療の中でのキーマンとなるべきだと自負しているが、多職種連携しながらの
特定看護師としての役割を果たせるのではないかと考える。
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3-6-3　看護師特定行為②
地域多機能型病院での特定看護師の役割とニーズ

医療法人　恵泉会　堺平成病院　看護部

いのうえ えりこ

○井上 江里子（看護師），福里 香織，安井 育子，岩城 八重喜

【背景】2017 年 10 月より看護師における特定行為研修が開始となった。当院でも、日本慢性期医療協会で行っ
ている特定行為研修を修了し、日々実績を積んでいる。
2019 年 4 月に当院は、2 つの病院が統合し、特定行為修了者が合わせて 8 人という多さとなった。新病院とな
り新しい医師も多く、どのくらい認知されているのか、特定看護師たちがどのくらい活躍できているのか疑問
がある。

【目的】当院の医師の認知度や特定看護師に求める事を調査し、特定看護師の特定行為の実践を調査・分析し、
実績として症例を振り返り特定看護師の役割とニーズを明確にする。

【方法】常勤医 14 名に、認知度及び特定看護師に求めることをアンケート調査し、分析する。
特定看護師 8 名に実績内容、病床機能による対象の有無、困難症例などをアンケート及び聞き取りによる調査
を行い、分析する。

【結果・考察】医師に対する認知度が低く、病棟の特性により特定行為内容に差があった。特定看護師の役割
として、患者にとって何が最善であるのかを看護師としての視点から医師へ積極的に意見提案し、アピールし
ていく必要がある。他職種や特定看護師同士との連携を行うことでチーム医療のキーパーソンとしての役割も
医師への認知度上昇につながると考える。更には、病棟だけでなく外来などでの予防の観点からも特定看護師
が活躍できる場を考える必要がある。
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3-6-4　看護師特定行為②
介護老人福祉施設における特定行為研修修了看護師の役割

介護老人福祉施設　ヴィラ町田　看護科

ねもと ちえ

○根本 千恵（看護師）

【背景】
 医師が常駐しない介護老人福祉施設では、必ずしも受診や入院が必要のない範囲での利用者様の病状悪化の
場合に、当該看護師の需要はきわめて大きい。昨年の本学会で報告したように当施設でも平成 29 年 4 月以降、
様々な特定行為が実践され、入所者や家族にとって多大なメリットをもたらしてきた。一方、病院や施設で当
該看護師の実践された特定行為の報告は散見されるが、その他の役割についての報告は少ない。
 

【目的】
当施設における特定行為研修修了看護師の活動状況について、実践された行為の再分析とともに、現状の課題
を抽出し、チーム医療における当該看護師の役割を再考する。
 

【対象と方法】
1 平成 29 年 4 月から令和 1 年 6 月までの特定行為実施件数と内容の再分析
2 当施設の特定行為研修修了看護師のチーム医療における多彩な役割の分析
 

【結果】
1 実施総数 378 件（脱水：230 件、感染徴候：230 件、褥瘡関連：51 件、インスリン：17 件、抗精神病薬：45 件、
抗不安薬：3 件、抗けいれん薬：2 件）
2 特定行為実践以外の役割
・回診時以外の状態観察
・嘱託医が在籍してる病院の看護師と入所者の検査データのスクリーニング
・職員の健康相談  など
 

【考察とまとめ】
入所者に一番身近な医療職である看護師が特定行為研修を修了し、医学的な知識や技術を高めることで、診療
の補助の質・量を向上することにつながっている。医師への相談を減らし、手順書に基づき利用者様にタイム
リーかつ効果的な医療・看護を提供することができることで、医師の常駐しない介護老人福祉施設における当
該看護師の存在意義が改めて再認識された。今後もさらなる活動範囲の拡大とともに、入所者だけでなく、職
員の安心できる環境への貢献も期待されている。
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3-6-5　看護師特定行為②
当訪問看護ステーションにおける特定看護師の地域活動状況と課題

1 堺平成病院，2 嶋田クリニック，3 平成医療福祉グループ

おがわ さきこ

○小川 咲子（看護師）1，松岡 美代子 1，井川 誠一郎 3，嶋田 一郎 2

〔背景〕
医療法人恵泉会ハート訪問看護ステーションは、地域に根付いた訪問看護ステーションとして活動している。
利用者の多くは独居や老老介護、後期高齢者であり、複数の慢性疾患を罹患し、生活環境要因は基礎疾患の悪
化など療養生活に大きく影響を受ける。訪問看護師のフィジカルアセスメント力や多職種との協働は、大変重
要である。看護師特定行為研修を修了した看護師（以下特定看護師）のうち、訪問看護ステーションでの就業
は 5％にとどまり、地域での活動状況の報告は少ない。
 

〔目的〕
当訪問看護ステーション特定看護師の活動状況を、症例を通して検討し、今後の方向性について報告する。
 

〔対象〕
 当ステーション利用者のうち看護師特定行為を行った 5 症例
 

〔方法〕
2018 年９月～ 2019 年８月までの一年間、在宅・施設で看護師特定行為を実施した利用者のかかりつけ医、特
定行為実施までの経緯、実施後の連携状況について調査を行った。
 

〔結果〕
特定行為の内訳は、気管カニューレの交換、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、インスリンの投与
量の調整、抗精神病薬の臨時の投与、脱水症状に対する輸液による補正であった。特定行為実施後の効果とし
て、「手順書によるタイムリーな介入が行える」「異常の早期発見・早期介入により救急搬送が減少」「医師と
のより細やかな相談連絡体制が可能」が挙げられた。
 

〔考察・結論〕
特定行為看護師の介入により、生活や社会的背景を考慮した治療の提案・実施され利用者・家族の負担の軽減
につながった。かかりつけ医とは、相談や報告の機会が増えたことで、良好な関係性や信頼を得ることができ
た。在宅で質の高い医療を提供する地域医療チームの構築のため、特定看護師の役割は期待されている。地域
で生活する患者・利用者の視点にたち、一人一人のニーズに合わせた連携やケアを考察し、医師や他職種との
連携強化を図ることが課題である。
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3-6-6　看護師特定行為②
在宅医療における特定看護師としての今後の活動と役割 
～アンケート調査を行なって～

1 堺平成病院　訪問看護，2 平成医療福祉グループ

まつおか みよこ

○松岡 美代子（看護師）1，小川 咲子 1，井川 誠一郎 2

［背景］
超高齢化社会の到来を迎え在宅医療の推進をさらに図るためそれを支える看護師を計画的に養成、確保してい
くことが必要である。厚労省は、医療提供の改革が必要と考え、その対策として特定行為に係る看護師の研修
制度が導入されました。特定行為とは、今まで医師が行っていた行為を「手順書」と呼ばれる包括的指示のも
と、実践的な思考力と判断力、高度な知識と技術をもって修了した看護師が実践を行なう行為のことである。
厚生労働省の調べでは、2018 年３月末時点で 1154 名とまだまだ少ないのが現状である。そのうち訪問看護ス
テーションでの就業は５％にとどまっている。
 

［目的］
在宅医療において看護師の特定行為制度の認知度の現状把握を行ない今後の活動の方向性と役割を検討する。
 

［対象］
ハート訪問看護ステーションとチーム医療として携わっている診療所医師 30 名
 

［方法］
在宅医療に携わる診療所医師に対し在宅医療等を支える看護師として特定看護師制度の説明及びアンケート調
査を行なった。
 

［結果］
特定行為看護師そのものの制度を知らない。活用したいがどのように活用していいのかわからない。具体的な
連携を図るまでの効果を感じられない。現訪問看護で満足しているなどの結果であった。
 

［考察・結論］
在宅において特定看護師が活躍するためには、医師から認知される。医師との信頼関係を構築することが大切
である。特定看護師として医学・看護両方の視点を武器に在宅医療の要として地域で生活する患者・利用者に
質の高い医療を提供できるよう尽力していきたい。
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3-7-1　訪リハ（維持期リハ：在宅系）
活動量を可視化したことで日常生活動作が向上した 1 例 
～歩数測定による定量評価を用いて～

1 田上記念病院　リハビリテーション部，2 田上記念病院　理事長院長

まつした さちこ

○松下 幸子（作業療法士）1，田中 精一 1，久木野 智子 1，川上 剛 1，中村 浩一郎 2

【はじめに】
芳野らは、回復期リハビリテーション病棟 ( 以下回復期リハ病棟 ) 退院 1 か月後において、日常生活動作 ( 以
下 ADL) は低下しやすいと報告している。今回、訪問リハビリテーション ( 以下訪問リハ ) において、リスト
バンド型活動量計を用いて活動量を可視化したことで、行動変容の原動力となり、最終的に ADL が向上した
症例を経験したので報告する。
 

【症例紹介】
X 年に右視床出血を発症した 80 歳台の男性。妻と二人暮らし。病前趣味は家庭菜園。当院回復期リハ病棟退
院時 SIAS49 点、FBS31 点、FIM 運動項目 65 点。杖歩行軽介助レベルで自宅退院。週 4 回の通所リハビリテー
ション ( 以下通所リハ )、週 2 回の訪問リハの利用を開始した。本研究は、当院倫理審査委員会の承認を得て
実施した。また、開示すべき利益相反関係にある企業等はない。 

【方法・結果】
退院後の活動量を評価するため、本症例にリストバンド型活動量計 ( ガーミン社製 vivosport) を 7 日間装着。
1 日あたりの歩数を測定した。また、心理面では行動変容ステージを評価した。通所リハ利用日は平均 2120 歩、
通所リハ利用日以外は平均 619 歩であった。歩数に大きな差を認めた為、日課として自宅横の畑へ外出すると
いう目標を設定し、妻との屋外歩行を提示した。その結果、日課は定着し、通所リハ利用日以外の歩数は平均
1141 歩に増加。SIAS54 点、FBS38 点、FIM 運動項目は 70 点に向上した。また、行動変容ステージは関心期
から準備期へ移行した。

 【考察】
本症例は屋外歩行への意欲はあったが歩行への自信のなさ、妻への介護負担感により、通所リハ利用日以外で
は活動範囲が狭小化し、活動量低下を招いたと考えられる。今回、リストバンド型活動量計を用いたことで、
本症例の活動量を常時可視化でき、活動量向上の必要性を意識づけられた。それにより、自己効力感が高まり、
妻の協力を得ることで本症例の行動変容、ADL 向上につながったと考えられる。 
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3-7-2　訪リハ（維持期リハ：在宅系）
当院訪問リハビリテーション利用者に対する，生活範囲と転倒恐怖心及び意欲の関係性

緑成会病院　リハビリテーション科

ふさむら はるか

○房村 遼（理学療法士）

【目的】
訪問リハビリテーション（訪リハ）対象者は介護給付費分科会では，通院が困難な者を対象と定義付けている
ため，何らかの要因により生活範囲が狭小していることが考えられる．先行研究では生活範囲と運動 FIM，
握力，30 秒間立ち上がりテスト等と有意な相関を示した研究があり，生活範囲を狭小化させる要因として身
体機能の低下があげられる．しかし，生活範囲と転倒恐怖心，意欲などの精神面との関係性を調査している研
究は少なく，何らかの関係性があるのではないかという疑問が生じた．

【倫理的背景】
本研究はヘルシンキ宣言に則り，当院倫理委員会の承認を得て実施した．

【方法】
対象は当院訪リハ利用中の 57 人．明らかな高次脳機能障害や難聴があり，評価が困難な対象は除外した．生
活範囲には Home-based Life-Space-Assessment（HB-LSA），転倒恐怖心には Modified Falls Efficacy Scale

（MFES），意欲にはやる気スコア（AES）を使用．HB-LSA と MFES 及び AES の相関係数を算出した．統計
学的処理には spearman の順位相関係数検定を使用し，有意水準は危険率 5％未満とした．

【結果】
HB-LSA は MFES と有意な正の相関を認めた（r= 0.683，p ＜ 0.05）．AES に関して相関は認められなかった（r= 
0.0651，p ＞ 0.05）．

【考察】
当院訪リハ利用者の傾向では，転倒恐怖心が生活範囲に影響を与えている可能性が示唆されたが，高い相関は
得られなかった．要因として，今回の評価が主観的なものであり，実際の身体機能との差が生じている可能性
や，転倒歴により転倒恐怖心に差が出ている可能性がある．AES に関して相関は得られなかった．要因とし
て生活環境や社会背景に個人差があった事が考えられる．今回の調査の限界として，訪リハ利用者全体を対象
としており詳細な除外項目の設定がない点があげられる．今後生活範囲と転倒恐怖心に高い相関が得られな
かった要因の精査や，どのように意欲を向上させていくかが課題として残った．
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3-7-3　訪リハ（維持期リハ：在宅系）
発症から 6 ヶ月を経過した脳卒中患者における訪問リハビリサービスの効果

1 公益財団法人脳血管研究所　美原記念病院訪問看護ステーショングラーチア　リハビリ
テーション部門，2 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　リハビリテーション科，
3 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　脳神経内科

のもと まさひと

○野本 正仁（理学療法士）1，石森 卓矢 2，風晴 俊之 2，美原 盤 3

[ 目的 ] 我々は、回復期リハビリテーション ( リハ ) 病棟退院後に訪問リハを利用した脳卒中患者における
ADL の経時的変化を調査し、発症から 6 ヵ月以降は改善が難しいと報告した。しかし、訪問リハの役割には、
ADL のみならず IADL などの社会参加の促進があり、先行研究では発症から 6 ヶ月経過後のこれらの効果に
ついて詳細な報告がなされていない。今回、発症から 6 ヶ月以降に訪問リハを開始した脳卒中患者について
ADL、IADL、生活範囲に対する訪問リハの介入効果を検討した。
[ 方法 ] 2013 年 7 月から訪問リハを開始し、2019 年 3 月までに終了した脳卒中患者 425 名のうち、発症から 6 ヶ
月経過してから訪問リハを開始した脳卒中患者 19 名 ( 男性 9 名、女性 10 名、年齢 66.0 ± 12.5 歳 ) を対象とした。
対象の訪問リハ開始時と終了時の 2 時点で Functional Independence Measure(FIM)、Frenchay Activities 
Index (FAI)、Life-Space Assessment(LSA) を評価し比較した。統計解析では、Wilcoxon の符号付順位和検定
を用いた。なお、本研究においては臨床で得たデータで構築されたデータベースを用いて後方視的に調査し、
当法人倫理委員会の承認を受けた ( 受付番号 097-05)。
[ 結果 ] FAI のみ改善を認めたが (p<0.05)、FIM、LSA は明らかな改善は認めなかった (FIM：p=0.16、LSA：
p=0.06)。
[ 考察 ] 発症から 6 ヶ月を経過した脳卒中患者は ADL の改善を認めなかったが、IADL は改善した。このこと
は発症から 6 ヶ月が経過した利用者に対する訪問リハの有用性を示すものである。IADL の獲得を促進するこ
とはその人らしい生活の再建、その後の介護予防等にも寄与する。訪問リハの介入の検討は、発症からの経過
期間が考慮されるべきである。
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3-7-4　訪リハ（維持期リハ：在宅系）
高齢化に伴い増加傾向にある疾患と訪問リハビリ 
～サービス付き高齢者向け住宅と在宅～

富家病院

なかざと だい

○中里 太（理学療法士），小川 佳代子，竹澤 梢，宮地 康太，渡邊 翔太，石川 徳隆，小川 栞里，鈴木 力，
横山 悠輝，冨張 修平

【はじめに】
 現在，癌やパーキンソン病（以下：ＰＤ）を有する方は高齢化に伴い増加していく可能性が推測されている．
当訪問リハビリテーション（以下：訪問リハビリ）においても，癌，ＰＤに罹患している利用者が増加傾向で
ある．しかし，訪問リハビリを利用しながら，在宅生活を送っている報告は少ない．
 今回，サービス付き高齢者向け住宅（以下：サ高住）や在宅での当訪問リハビリ利用者を挙げ，支援方法を
報告する．

【目的】
サ高住と在宅のＡＤＬや介護サービスの利用の現状を把握し，各々の特徴から今後の訪問リハビリ介入におい
て必要な支援を，症例を挙げ考察する．

【対象・方法】
癌，ＰＤを罹患している当訪問リハビリ利用者から，サ高住・在宅各３名．ＡＤＬ状況，介護度やサービス内
容等を確認し傾向を捉え分析する．

【結果】
対象者のＦＩＭの平均点は，サ高住：85.3 点，在宅：52.7 点と在宅での利用者の点数が低く，また，介護度は
高かった．
訪問リハビリ以外のサービスの利用状況としては，サ高住では訪問看護・介護や訪問マッサージが多く，在宅
では訪問入浴や通所を利用しての入浴が多く認められた．
訪問リハビリ内容は，サ高住では拘縮予防や近隣への外出，買い物評価が中心であり，在宅では拘縮予防，家
族への外出に向けた介助方法の指導が中心となっていた．また，サ高住では，本人から自宅へ帰りたいと希望
が多いのに対して，在宅では本人だけでなく，家族から自宅で生活して欲しいとの希望が多いことが分かった．

【考察】
サ高住，在宅に関わらず変化する身体状況の中で，本人の希望に寄り沿い，重要となるＡＤＬ動作をセラピス
トの視点から評価をし，多職種と情報を共有・連携することが重要である．また，病態の進行と共に，本人・
家族の精神的な支援を行うことも必要であると考えた．
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3-7-5　訪リハ（維持期リハ：在宅系）
訪問リハビリのより良い利用者支援への取組み 
職員理解度改善の為のアンケート・情報共有会の実施と効果判定

世田谷記念病院　リハビリテーション科

にしかわ ゆうや

○西川 悠也（作業療法士）

【目的】
昨今の介護保険制度の方針では、より良い利用者支援の 1 つとして「地域包括ケアシステム強化に向けた他職
種連携」が求められる。当院は病棟リハビリから訪問リハビリへの引き継ぎ介入を行っている。時折、双方職
員より申し送りの曖昧さや訪問で何ができるのか分かりにくいとの意見があった。今回、その解決を目的とし
てアンケートと情報共有会（以下共有会）を実施した。その結果を考察と交え報告する。

【対象】
リハビリ職員に対して共有会の事前と事後でアンケートを実施。事前は全職員 106 名中 71 件、事後は共有会
参加職員 57 名中 31 件の有効回答を対象とした。

【方法】
病棟職員に訪問リハビリの理解度等について、訪問職員に病棟への意見等について事前アンケートを実施。ま
た、訪問リハビリの目標等について厚生労働省と当院のデータを比較し特徴を調べた。これらを踏まえ共有会
を実施。参加者に、事後アンケートを実施した。

【結果】
事前アンケートでは病棟職員の訪問リハビリ理解度は、『対象者』72％、『頻度・時間等』52％、『利用時手順
や申し送り』54％と低い事が判明した。事後アンケートでは、『対象者』100％、『頻度・時間等』100％、『利
用時手順や申し送り』97％と理解度改善が図れた。

【考察】
事前アンケートで理解度が低かった原因の一つとして、訪問リハビリの認識不足が考えられ、共有会を実施。
理解度は改善された。柚木ら (2017) によると、情報伝達とお互いの理解不足が連携不備の一因であるとされる。
今後、理解度の改善が連携強化に繋がったかを検証したい。また、退院時カンファへの訪問職員参加や退院後
の利用者状況を病棟職員へ伝達する機会を設ける等でさらなる連携強化を検討したい。さらに、院外への連携
強化策の検討や「高齢者の自立支援・重度化防止に向けた支援」の方法を検討することでより良い利用者支援
に繋がるのではと考える。
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3-7-6　訪リハ（維持期リハ：在宅系）
病院退院後における療法士による退院直後訪問での関わり

富家病院　リハビリテーション科

わかはら ゆうき

○若原 優樹（理学療法士），菅原 進司，冨張 修平，二重作 拓也

【はじめに】 
当院での取り組みとして在宅、サービス付き高齢者向け住宅（以下サ高住）への退院後の支援として退院直後
訪問を実施している。しかし、入院時担当の療法士が退院直後の生活場面に触れる機会は少ない。
そこで退院直後という特徴に着目し、訪問した療法士に質問紙を作成し、調査した。
 

【対象及び方法】
当院入院患者で 2019 年 1 月から 6 月で在宅及びサ高住へ退院し、退院直後訪問を実施した 23 名（平均年齢
79 ± 24 歳）、退院先は在宅 17 名、サ高住 6 名、疾患は運動器疾患 13 名、脳血管疾患 5 名、その他 5 名を対
象とし、在宅又はサ高住へ訪問した療法士に、各患者の ADL、IADL の問題点、訪問理由における実施内容
を質問紙で調査した。
 

【結果】
在宅では 71％、サ高住では 100％と、共に歩行（屋内外動線）の確認が多く、次いで在宅では入浴 35％、サ
高住では移乗、入浴、トイレ、食事設定等の動作指導が 80％以上という結果となり、在宅ではトイレ、入浴、
段差昇降等の福祉用具提案後の動作確認、家族指導、IADL 面での家事、買い物等が多かった。
 

【考察】
 結果から高い割合で在宅、サ高住共に歩行における導線確認、サ高住では施設に関わるスタッフへの動作指
導が行われていた。入院時歩行練習を行っているにも関わらず、歩行確認を多く実施している要因は、生活習
慣、慣れ親しんだ家庭環境での様々な因子や全く慣れていないサ高住へ退院し、環境が変わる事、退院前に提
案した環境になっていない等の理由から確認を要する為だと考えられる。
 

【おわりに】
退院直後訪問で入院時の担当又は見知った療法士が福祉用具の確認、家族指導、動作確認を行う事で、安心で
安定した生活を送れるのではないかと考える。
さらに退院直後訪問での経験は、個別性に応じた入院中リハビリテーションでの目標設定、臨床推論は、患者
個人の退院後 ADL、IADL を考える際の参考となるのではと考える。
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3-8-1　身体抑制廃止①
療養病棟における身体抑制軽減による患者の皮膚障害及び身体機能低下を予防する取り組み

医療法人社団葵会　ＡＯＩ国際病院　看護部

ながい けいこ

○長井 景子（看護師），石田 由美，高橋 加奈，後藤 和美，佐藤 直也

【はじめに】
 当病棟は 60 床の医療療養病棟であり、人工呼吸器使用中の患者や、胃瘻・腸瘻・経鼻胃管カテーテル使用中
の患者、ＣＶポート及びＣＶカテーテルによる中心静脈栄養を必要とする患者、ストマを造設している患者等
が入院している。そのほとんどが寝たきりの高齢者であり、疾患により意思疎通が困難な患者である。併せて
長期的な入院により認知症の進行を認める患者も多く、留置カテーテルの自己抜去、ベッドから転落される患
者もいるため、安全確保のために身体抑制を実施している。
 今回私たちは、身体拘束に伴う皮膚脆弱性の進行と、行動制限による皮膚障害発生や身体機能低下のリスク
を予防するため、身体抑制緩和、または抑制の解除についての取り組みを行ったのでここに報告する。

【目的】 
身体抑制に関連した皮膚障害発生や身体機能低下を予防する

【方法】
対象：身体抑制実施患者 17 名
研究期間：平成 30 年 9 月 1 日 ~11 月 30 日
毎週月曜日に評価を行い、身体抑制を解除するための方法を検討・実施する

【結果】
身体抑制使用患者は合計 17 名であったが、研究終了時には 11 名に減少した。うち 1 名は死亡退院による中止
であったが、残りの 5 名は身体抑制解除に成功した。
定期的な評価を行い、患者個々に合わせた対応策を実施することにより身体拘束の使用を最小限にできた。

【考察】
寝たきりの高齢者は、皮膚脆弱性の進行や患者の活動性が制限されてしまうことにより、容易に褥瘡形成や身
体拘縮を引き起こす。本研究では、解除まで至らなかった患者も残ってしまったが、定期的な評価を行うこと
により、患者の拘縮予防につなげられたと考える。また、抑制具の使用は、患者本人のみならず、家族にとっ
ても喜ばしいはずがなく、見た目においても患者の尊厳を損ねかねないため、今回の 5 名の抑制解除ができた
ことは私たちの自信にもなった。
今後は、病棟スタッフ全員が意識して継続した取り組みが行えるようにしていきたい。
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3-8-2　身体抑制廃止①
本当にミトンは必要か？ 
～ CV 挿入部位の固定方法を二重構造に工夫して～

尾野病院　看護部

さかもと たえこ

○坂本 妙子（看護師），平岡 美奈子，成田 千春，土岐 慶子，神 英子

【はじめに】
　身体拘束は、せん妄を生じたり認知症を悪化させる可能性がある。身体拘束の弊害を認識していても、不安
や忙しさからなかなか廃止できず、「仕方がない」と身体拘束への抵抗感が次第に薄れてくるのではないか。
当病棟では、CV カテーテルを自己抜去する可能性がある患者様にミトンを装着している。ミトンにより手指
が拘縮したり、スキントラブルが生じたりする。何より患者様や御家族へ精神的苦痛を与える。そこで、挿入
部位を消毒・固定後その上にネットで再固定し二重構造とし、点滴のラインはホースを通すことで、ミトン使
用率が減り、自己抜去率が減少した過程を報告する。

【対象と方法】
対象：CV 施行中でミトンを使用している患者様 12 名中、同意を得た 11 名
期間：平成 30 年 7 月 9 日～令和元年 6 月 30 日
方法：CVカテーテル挿入部に貼付している滅菌済み透明被覆材固定の上をネットで保護し、カテーテルにジャ
バラホースを通す

【実施と結果】
　最終的にミトンフリー時間は、11 名中７名が 24 時間フリー、1 名が 9 時～ 21 時までフリー、3 名が 24 時
間装着。ミトンフリーの 1 名が自己抜去、2 名は自己抜去を未然に防止した。研究開始前の 1 年間でミトン使
用率５０％、研究開始後１年間では２４％。 CV 自己抜去率は研究開始前の 1 年間で 6,5％、研究開始後 1 年
間では 2,2％。

【考察】
　ミトンを解除した結果、患者様の御家族より「最後にミトンをはずすことができて良かった」や、普段、口
数の少ない患者様がミトンを装着する時「嫌だ」と話すことがあった。一番心に響いたのは、ミトンをフリー
にしてから、入院中の夫の手をずっと握っている妻の姿であった。本人と御家族に与えていた精神的苦痛は想
像以上のものがあったと痛感した。CV の固定方法を工夫した事で、ミトンをはずす事ができ精神的苦痛を緩
和する事に繋がったのなら幸いに思う。今後も身体拘束の弊害を認識し、どうすれば廃止できるか継続した努
力が求められる。
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3-8-3　身体抑制廃止①
ミトン装着解除に向けての取り組み 
～アセスメントの重要性～

流杉病院　看護部

みずば まりこ

○水葉 真理子（看護師），鉢蠟 由紀子，平野 公美

1.  はじめに
Ａ療養棟の入所者数は 64 名で、認知症高齢者日常自立度Ⅱ以上は 63 名（98.4％）と何らかの認知症を有して
いる利用者がほとんどである。認知症のある利用者に尊厳のあるケアを提供しなければならない事は、新オレ
ンジプランでも定められている。しかし、当療養棟は 19 名の利用者に拘束をしている。その内胃管を挿入し
ている為にミトンを使用している利用者は 13 名（68％）と半数以上を占めている。今回は胃管を挿入してい
る利用者に焦点をあて拘束解除を出来ないかアセスメントを実施した。その結果を報告する。
 
2.  方法
対象：胃管挿入の為ミトンで拘束をしている利用者 13 名

（胃瘻 1 名、経鼻胃管 12 名）
期間：平成 31 年 1 月～平成 31 年 4 月
実施方法：1）アセスメントシートを作成し、朝の経管栄養注入後から夕の経管栄養注入前の間ミトンを外し
た状態で行動の観察
　　　　　2）月末にカンファレンスにて評価
3.　結果
自己抜去する時の状況・場面、日常生活の変化、手や上肢の動きを観察した。ミトンを外した 3 時間の間に抜
去をする利用者は、13 名中 6 名（46.1％）、顔に手が届きそうで自己抜去の可能性がある利用者は 13 名中 4 名

（30.8％）、上肢にクッションを利用する事で解除できた利用者は 1 名（7.6％）であった。拘束が必要無かった
利用者は 1 名（7.6％）、病状が悪化したことにより解除した利用者 1 名（7.6％）であった。
自己抜去をする可能性がある利用者は終日ミトンを使用していたが、胃管の固定する位置の工夫や見守り、抜
去したら再度挿入で対応し経管栄養注入中のみミトンを使用し拘束時間を最小限にできた。
4．考察
認知症があってもアセスメントする事により利用者の行動の特徴が見えた。ミトンを外せたのは 1 名だったが、
今回の取り組みで得たアセスメント能力を尊厳あるケアや看護につなげ拘束を解除する方向にある。引き続き
拘束解除にむけて実施していく。
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3-8-4　身体抑制廃止①
アームカバーを用いた拘束解除 
～拘束 ZERO を目指して～

奈良厚生会病院　看護部

さこどめ ゆか

○迫留 由佳（介護福祉士），福西 智也

【はじめに】
当院の当病棟では半数が注入患者であり、止むを得ずミトン型手袋を使用している患者がいる。長時間のミト
ン型手袋の着用により手指の変形や拘縮、精神的な苦痛を伴うことが考えられる。そこで今回、ミトン型手袋
をアームカバーに変更する事で、拘束解除に繋げることができるのではないかと考え実践したのでここに報告
する。

【目的】ミトン型手袋からアームカバーに変更し、手指の変形、拘縮を防止。ED チューブの抜去がなくなり
最終的にはアームカバーの解除を目指す。

【期間】Ｈ 30 年 1 月 16 日～ R1 年 5 月 31 日
⑴対象者、年齢 80 歳～ 90 歳代の患者 7 名
⑵方法
・身体拘束者用記録用紙に観察記録を記入
・状態の安定している患者からミトン型手袋をアームカバーに変更した。
・毎週木曜にカンファレンスを行い、問題点を検討した。
【結果】7 人中 2 名拘束解除、3 名終日アームカバー着用、2 名ミトン型手袋継続となった。
【考察】今回の症例を通じて、ミトン型手袋による拘束は皮膚や手指の変形拘縮に繋がり、精神的にも手指の
動きが制限されることは大変な苦痛なのだと感じた。また、アームカバーを付けることによって、派手な色は、
患者や職員の注意を引き訪室時にアームカバーのズレや外していないかを気にするようになった。その度に
チューブ類の位置や体勢のズレも直すという職員側にとっても意識改革となった。止むを得ずミトン型手袋を
使用されている患者のなかにも、チューブを意図して抜こうとしているのではなく、偶然手で掴んだら抜けて
しまった患者も多いのではと思えるようになり患者に対する思いも変化してきた。
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3-8-5　身体抑制廃止①
ベッド２点柵に対する家族の思いを明らかにする～身体的拘束適正化への取り組み～

公益社団法人有隣厚生会　富士小山病院

かわの ゆかり

○川野 由加理（介護福祉士），山崎 琴乃，土屋 由紀子，川瀬 賢治

【はじめに】当病棟は、平成 18 年に「身体拘束ゼロ宣言」をし、「禁止とされる具体的な行為 11 項目」を廃止
できている。しかし、昨年の立ち入り検査の際、「動けない患者のベッド 2 点柵は身体拘束にあたるのではな
いか。」と指摘を受けた。そこで、ベッド 2 点柵に対する家族の思いを明らかにする目的で本研究に取り組んだ。

【研究方法】入院患者の家族対象のアンケート調査。分析は、記述文より家族の思いをコード化しカテゴリー
化した。【結果】回収率は 88.7％であった。家族の思いは 62 個コード化され、13 個の「小カテゴリー」、6 個
の＜中カテゴリー＞、2 個の≪大カテゴリー≫が抽出された。【考察】≪災害時や万が一の転落防止と患者の
安全・安心のために 2 点柵はあったほうが良い≫という思いは、家族の患者を大切に思う気持ちから出た思い
であると考える。＜災害時や万が一に備えて必要＞の中カテゴリーからは、この地域に想定されている大地震
への不安が伺える。地震発生時には、柵がなければ転落する危険性がある。また、＜患者の想定外の行動によ
る転落防止に必要＞「突然動くかもしれない」という思いから、今は寝たきり状態だが、動けるようになるか
もしれないという、回復への期待を持っていることが分った。さらに、高齢患者の体温調節は掛物ですること
が多い。動くことによって、布団がずれ落ちてしまう心配があったのだろうと考える。≪ 2 点柵は身体拘束と
思わないが、低い柵の方が圧迫感を感じない≫という思いは、寝たきりの患者にとって、視線の先を遮られる
高さの柵は閉塞感を感じるのではないかと家族は思われ、低い柵を希望したのではないかと考える。

【おわりに】今回の研究を通して、医療・福祉に携わる者として日常的に行なわれているケアでも、疑問視や
定期的な振り返りをすることが必要であることを学んだ。今後も患者目線で、家族も納得されるケアの提供を
していきたい。
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3-9-1　身体抑制廃止②

「身体抑制ゼロ」チャレンジ！

諏訪中央病院　看護部

くまがい ようこ

○熊谷 洋子（看護師），林 龍亮，池石 美奈

はじめに
  1998 年に福岡で身体抑制廃止宣言がされてから、20 年が経とうとしている。私達の働く 4 階西療養型病棟
では、身体抑制を行ってはならないとしながら、未だに急性期病棟から継続して身体抑制を行なっている患者
が少なくなかった。療養型病棟において、「身体抑制ゼロ」は実現可能なのか、それを追求するために、今回
の研究を行うことにした。
対象
  ・4 階西療養型病棟の患者 (2018 年 4 月から 2019 年 5 月までの全患者）・4 階西療養型病棟看護師 20 名・医
師 8 名
方法
  ・アンケート調査（全 2 回）・「身体抑制ゼロの日」の設定 ( 毎週水曜日、一人限定で終日、その人に対する
身体抑制を行わない取り組みを実施 )・定期的な他職種を含む身体抑制カンファレンスの実施・勉強会の開催・
身体抑制の体験 (1 時間程度、スタッフに数種類の身体抑制を行なった )・家族への理解の推進として面談を実
施
結果
  「身体抑制ゼロ」チャレンジを開始してから、身体抑制率は全体的に半分以下にまで減らすことができた。
   そして、2018 年 10 月 10 日から 15 日までの 5 日間であるが、当病棟における、「身体抑制ゼロ」は達成さ
れた。
考察
  身体抑制が全て悪かといわれれば、それは違う。患者の命を守るために、身体抑制が必要な場面はある。ア
ンケート結果からは、看護師主体で行われていることが多く、その理由として一番多かったのは、危険回避の
ため仕方なくといったものである。
  身体抑制廃止という容易ではない道の現実には、看護師だけでなく、医師や薬剤師と言ったより、専門的な
知識をもつ力が必要である。さらに、家族を巻き込むことで、より実現しやすくなる。
  「抑制しなくて済むにはどうすればいいか」という視点で患者を看られる感性を育んで行くことこそ、縛ら
ない患者の生活を守れるのではないだろうか。
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3-9-2　身体抑制廃止②
身体拘束解除に向けた職員の意識調査と現状分析 
～職種・経験年数別に分析、今後の取り組みに生かす～

医療法人（社団）佐藤病院　長島中央病院

うえくにりょう えみこ

○上國料 恵美子（看護師），櫻井 寛子

１．目的
医療・介護療養病棟において身体拘束ゼロ作戦は過去にも推進してきた。「身体拘束」を現場スタッフがどう
とらえているのか。身体拘束ゼロに出来ない理由を分析し、改善できないか意識調査する。職種別・経験年数
別の視点からも現状分析し検討する。
 
２．方法
2018 年 10 月身体拘束解除委員会協力のもと病院職員対象アンケート用紙の作成。病院看護職員 72 名、介護
職員 74 名、リハビリ職員 12 名を対象とし、アンケート用紙を各病棟に配布した。全病棟アンケート用紙を集
配、集計を実施。 2019 年 1 月職種・資格・経験年数別に再度集計を行い分析。身体拘束解除委員会にてアンケー
ト集計結果を報告。各病棟へ結果を配布した。
 
３．結果
アンケート集計。「身体拘束は必要である」の問いに対し、「してはいけない」の回答が看護職員では 14%、介
護職員では 6% であった。「仕方ない」「患者により必要」「状況により必要」の回答が、看護職員では 86%、
介護職員では 92% であった。経験年数別では「してはいけない」が看護職員 21 年目以上で 22% と高い意識
を現した。介護職員では 11~15 年目が 12% と高かった。身体拘束を「仕方ない」と回答した理由別では、「危
険がある」を選んだ回答が多く、看護職員では 39%・介護職員 40％であった。「患者により必要」の理由回答
では、順位は違うが看護職員・介護職員共に「自傷行為がある人」「他傷行為がある人」「カテーテル抜去をす
る人」が上位を占めた。身体拘束解除委員会による「身体拘束を行う場合の手順に関する規則及び手順書」を

「どちらも知っている」が看護職員 50%、介護職員 9% であった。
 
４ 考察 
 アンケート結果「転倒の危険が常にある時」必要と思う職員が多くいた。当院の身体拘束が減らない理由で
あると考えられる。身体拘束解除に向け職員の意識改革を今後の課題とする。
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3-9-3　身体抑制廃止②
身体抑制解除に向けての取り組み

永生病院　看護部

さくらい ようこ

○櫻井 洋子（看護師），山田 美智子，中西 幸子，安藤 幸代

【はじめに】
当院は生命に危険が及ぶ場合を除き身体抑制はしない方針である。しかし、一般・回復期リハビリ病棟では治
療上止むを得ず身体抑制を選択することがある。2017 年に安易に身体抑制しないために、身体抑制関係書類
と手順をより複雑化した。しかし、実際には正しい運用が出来ていなかった。そこで意識調査と看護主任中心
に抑制ラウンドを実施した結果と課題を報告する。
 

【方法】
　1．意識調査（身体抑制実施病棟のスタッフ）
　2．勉強会の開催（抑制の実施手順・抑制ラウンド内容について）
　3．看護主任による抑制ラウンドの実施
 

【結果】
スタッフへの意識調査の結果、身体抑制の方針、正しい書類の記入・手順を理解していないスタッフがいるこ
とが判明した。また、身体抑制に頼りたくないが治療上止むを得ず身体抑制を選択することがありスタッフも
悩みながら行っている現状であった。調査後、勉強会を実施し抑制手順の再確認、抑制ラウンドの内容につい
て学んだ。抑制実施病棟では身体抑制が安易に行われないようアセスメントし、必要な身体抑制なのか検討す
るようになった。また、看護主任が抑制ラウンドを実施し、結果を抑制ラウンド後すぐに各病棟へフィードバッ
クした。
 

【考察】
 勉強会を実施し身体抑制書類や手順の再確認を行い、抑制ラウンドを行うことでスタッフの意識改革に繋がっ
た。また、抑制ラウンドの結果をすぐに病棟へフィードバックすることで改善点への取り組みが早期に行われ
ると考えられる。今後も、患者の尊厳を重んじ抑制に頼らない方法を考えていく必要がある。
 

【総括】
治療上、身体抑制を開始した際でもそのまま継続するのではなく、身体抑制解除を多職種と取り組むことが重
要である。また、今後は看護管理者だけではなく、接遇・倫理リンクナースが抑制ラウンドを実施していきた
い。
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3-9-4　身体抑制廃止②
経鼻胃管自己抜去を繰り返す患者の抑制解除への取り組み

1 東名裾野病院　看護科，2 東名裾野病院　作業療法士，3 東名裾野病院　言語聴覚士，4 東名裾野病院　医師

やなぎさわ まさこ

○柳澤 雅子（看護師）1，高梨 千尋 1，髙田 洋美 2，高杉 敦子 3，木本 華織 4

【はじめに】
経鼻胃管留置による違和感・不快感により、自己抜去を繰り返す患者は多い。
安全に栄養を注入するために、やむを得ず抑制を行い ADL 低下に至る症例を多く経験する。
今回患者との関わりから抑制解除に至り、QOL 向上に繋がった症例を報告する。

【症例】
74 歳男性。病名：くも膜下出血、VP シャント術後、食道癌 ESD 後。
くも膜下出血術後、回復期リハビリ病院へ転院。
麻痺はないが嚥下障害の改善なく経鼻栄養が開始されたが、胃管自己抜去を繰り返していた。
胃ろう造設も検討されたが、VP シャント術後の為困難と判断された。

【経過】
前医でお手玉を握らせ自己抜去防止を試みていたとのことで、当院転院後も施行したが、頻回な自己抜去を認
めた。ESD 後食道変形により胃管挿入が困難であり、自己抜去や再挿入時のリスクが高い為、ミトン手袋開始。
目前に注意を引く物を吊るしたり、頻回訪室、積極的な離床、家族から聴取した本人の好きな机上作業などを
多職種で協力し施工した結果、自己抜去の頻度が減少し抑制解除に至った。

【考察】 
体に管が挿入されていることは患者にとって苦痛であり、自己抜去を繰り返すことで抑制を余儀なくされる例
を多く経験する。
今回患者の行動を観察し、多職種での話し合いや家族からの情報を得ながら胃管への意識を軽減させるための
対応を繰り返し協議・実行した結果、自己抜去頻度が減少し抑制解除に至った。
また、離床を促しリハビリに意欲が出たことで身体能力が上がり、患者自身から ” 食べたい ” という欲求も聞
かれるようになり、嚥下リハビリ・食事形態調整を経て３食経口摂取が可能と
なった。
患者の行動や背景、環境等を熟慮し家族の協力のもと多職種で抑制解除に向けた取り組みを行うこで QOL 向
上に繋がったと考える。
今回の症例で経験したことを活かし、諦めずに抑制解除に力を入れていきたいと思う。
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3-9-5　身体抑制廃止②
精神看護実習における身体的拘束体験プログラムの効果

大内病院　看護科

みかじり みつえ

○三日尻 充江（看護師）

［目的］
精神科では治療上やむを得ず身体的拘束を実施する場合がある。実習中の学生に拘束体験を実施しているがそ
の効果については明確にしていなかった。拘束体験を実施した前後での学生の意識の変化を明らかにし、より
効果的な体験プログラムを検討していく。

［対象］
X 年 4 月－ 12 月 看護学生 30 人

［方法］
胴と四肢拘束を約 10 分間体験
体験後の意識変化を半構造的な調査用紙で得られた情報からカテゴリーを生成

［結果］
4 カテゴリー、12 サブカテゴリーに分類された。
1. 拘束体験によって感じた心身の不快感
(1) 孤独感 (2) 罪悪感 (3 ) 不安感 (4) 苛立ち、怒り (5) 自己対処できない掻痒感 (6) 疼痛
2. 拘束されている患者への看護
(1) 拘束時の事故防防止 (2) 安心感を与える声掛け (3) 合併症を予防するための看護
3. 倫理的な内容
(1) 人権擁護
4. 行動制限最小化につながる内容
(1) 拘束しないための看護の工夫 (2) 拘束以外の代替方法での問題解決の検討

［考察・結論］
身体的拘束体験を実施した前後で学生の意識が変化したことがわかった。
体験前は不隠なら仕方がないと考えていたが、体験後は行動を制限される苛立ち、いつまで続くかわからない
不安や孤独感などの感情から、身体的拘束をしない看護の工夫や代替方法などといった、身体的拘束の最小化
につながる意識変化がみられたことがわかった。体験学習の効果は頭の中で考え想像するだけでは分からな
かったことも、自ら体験することで看護のヒントや工夫が得られることの期待ができると報告されている。身
体的拘束体験をしたことで患者への理解が深まり、代替方法の検討や事故防止、プライバシー保護などの視点
を持つことができ、学生にとって体験プログラムは有効なものであると判明した。今後、この結果と考察を基
に、さらに効果的なプログラムを検討していく必要がある。


